
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報 

警戒情報  消費者庁・国民生活センターからの情報です。 

 

 配信日 平成 2５年６月１８日
 

 いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借入れしないで！  
 

高齢者等に対して「質草は何でもいい」などと言って、担保価値のない物品（壊

れた時計、使い古した財布等）を質入れさせた上で、実際には年金などを担保とし

て違法な高金利で貸し付けをする「偽装質屋」に関する相談が全国の消費生活セン

ターへ寄せられています。 

相談者は年金の支給対象となる６０歳以上の高齢者が多く、「借入れを続けて返済

が困難になった」という事例や、口座の自動引き落としサービスにより、振込まれ

た年金からすぐに返済金を引き落とされるので「生活できない」という事例などが

あります。 

〈国民生活センターより〉 

● 質屋営業を装ういわゆる「偽装質屋」からの借入れは絶対に行わないようにしてください。 
● 生活資金に借入れや多重債務で困っていたら、消費者センターや専門の相談窓口に相談して
下さい。 

 

★消費生活センターからのアドバイス 

平成２２年に「借り過ぎ、貸し過ぎの防止」のため改正貸金業法が施行され、借

入れが難しくなった利用者を狙ったヤミ金融や悪質な手口の詐欺が横行していま

す。借金問題などでお困りのかたは、早めに消費者センターへご相談ください。 

 
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、
または市町相談窓口にご相談ください。 

 ★おかしいと思ったら一人で悩まず早めに相談を  

長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９ 

[相談受付時間]平日（月曜日～金曜日）…午前９時～午後５時 

                        （１２時～１３時を除く） 
                  

相談 ： 市町の相談窓口や最寄りの警察署 

長崎市消費者センター            五島市消費生活センター 

（０９５－８２９－１２３４）          （０９５９－７２－６１４４） 

佐世保市消費生活センター         西海市消費生活センター 

（０９５６－２２－２５９１）          （０９５９－３７－００２８） 

諫早市消費生活センター               雲仙市消費生活センター 

（０９５７－２２－３１１３）          （０９５７－３８－７８３０）  

大村市消費生活センター               島原市消費生活センター 

（０９５７－５２－９９９９）          （０９５７－６２－９１００）   

松浦市消費生活センター            南島原市消費生活センター 

（0956ー72ー111１）         （０９５７―８２－３０１０） 

他各市町相談窓口 


